
















こども家庭庁HPより引用



放課後等デイサービスにおける個別⽀援計画の記載例（主に延⻑⽀援加算について）

個別支援計画別表

利用児氏名 作成日

15時30分 〜 17時30分 〜 14時30分 〜 17時30分 〜 15時30分 〜 17時30分 9時00分 〜 16時00分 〜

特記事項

〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜

〜 〜 17時30分 〜 18時30分 〜 〜 〜 〜

延⻑を必要とする
理由

①の記載がなく、計画にない曜日に⽀援を行った場合は、時間区分1（30分以上1時間30分以上）での算定すること。 令和6年度報酬改定Q＆AVoL.1 問4
②の記載のように、学校休業日の提供時間定めること。
平日短縮授業等で延⻑⽀援を算定する場合は、あらかじめ保護者の同意を得た上で、③のように標準的な提供時間（3時間）、⑤のように延⻑⽀援時間を定めること。
加算する単位数の区分の判定に当たっては、計画に定められた上で、実際に要した延⻑時間を基本とする。
 【11：00から⽀援した場合】11：00〜14：30延⻑⽀援時間、14：30〜17：30提供時間となり、延⻑⽀援時間２時間以上を算定する。
 【13：00から⽀援した場合】13：00〜14：30延⻑⽀援時間、14：30〜17：30提供時間となり、延⻑⽀援時間１時間以上２時間未満を算定する。
 【14：00から⽀援した場合】14：00〜14：30延⻑⽀援時間、14：30〜17：30提供時間となり、延⻑⽀援時間１時間未満のため、延⻑⽀援加算の算定はできない。
障がい児⼜は⼜は保護者の都合により実際の延⻑⽀援時間が１時間未満となった場合には、１時間未満で延⻑⽀援加算を算定することができる。（例：④で児童が体調不良のため、急遽18：00に帰宅した場合等）

延⻑⽀援加算の記載について問い合わせが多いことから⼀例を挙げましたが、事業所や利用者の状況に応じて作成をしてください。

○○ ○○

月 火 水 木

提供時間

利用開始・終了時間 利用開始・終了時間 利用開始・終了時間 利用開始・終了時間

0時00分

【⽀援後】延⻑⽀援時間

土 日・祝日

利用開始・終了時間 利用開始・終了時間 利用開始・終了時間

金

【⽀援後】延⻑⽀援時間
延⻑⽀援時間

※ 延⻑⽀援時間は、
⽀援前・⽀援後

それぞれ１時間以上から

【⽀援前】延⻑⽀援時間 【⽀援前】延⻑⽀援時間 【⽀援前】延⻑⽀援時間 【⽀援前】延⻑⽀援時間

0時00分

【⽀援後】延⻑⽀援時間 【⽀援後】延⻑⽀援時間【⽀援後】延⻑⽀援時間 【⽀援後】延⻑⽀援時間

令和７年 12月 1日

0時00分

・水曜日は保護者の就労を理由に⽀援後１時間の延⻑⽀援を行う。…④
・短縮授業等の学校の都合により下校時刻が早い場合は、⽀援前の延⻑⽀援が２時間になる日も想定されるため、保護者と連携を図りながら必要に応じて延⻑⽀援を行う。 …⑤

・利用者や保護者の都合により、利用予定日以外も⽀援を実施する場合がある。…①
・学校休業日の提供時間：9：00〜14：00 …②
・学校の都合（短縮授業等）により、提供時間が14：30〜17：30になる場合がある。 …③

7時00分

【⽀援後】延⻑⽀援時間

0時00分

【⽀援前】延⻑⽀援時間 【⽀援前】延⻑⽀援時間 【⽀援前】延⻑⽀援時間

0時00分 0時00分

2時00分 0時00分 3時00分 2時00分

0時00分 1時00分


